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１ 区民・事業者の取り組みに関する基本方針 

 
   練馬区は、67 万人の区民と２万３千の事業所が活動する都市であり、こ

れら区民や事業者の活動に伴い、大量の資源を消費し、大量のごみを排出

します。大量消費、大量廃棄は、地域や地球に大きな環境破壊をもたらし

てきました。 
   近年、区内の一般廃棄物

(産業廃棄物以外の廃棄物 )
の排出量は減少しています

が、これは、必ずしも区民

や事業者の環境意識の向

上・環境行動の活発化によ

るものとはいえず、むしろ

バブル経済が終わり、消費

が落ち込んだことが大きな

理由と考えられます。今後、

区民ひとりひとり、企業一

社一社がごみに対する意識

を改め、自分自身で生活や事業の仕方を見直す必要があります。そして、

それらを推進する効果的で効率的な仕組みをつくり維持することにより、

ごみの減量化をさらに進め、またリサイクルの活発化を図って、「循環型都

市ねりま」を築き上げなければなりません。 
   私たちは、このため、区民・事業者の立場で、使い捨て、不必要な物の

購入を極力避けることをはじめとして、自ら実行できるごみ減量・リサイ

クル推進の取り組みを進めるとともに、区など行政とも協力して、そのよ

うな取り組みを区の隅々まで広げ、拡大していきながら、ごみ排出ゼロの

完全循環型社会を実現し、次世代により良い環境を残すことを目指します。 
 
 
 

 

第３章 ごみと資源 
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２ 現状と課題 

 
(1) 残り少ない最終処分場容量と次世代のためのリザーブ(予約)

の確保 
近年の都区内の一般廃棄物排出量は減少傾向にあり、“燃えるごみ”は

すべて焼却されています。また溶融炉 1)型清掃工場の採用による焼却灰

の減量もあり、東京湾の処分

場 2)の埋立容量は残り 30 余年

あると言われています。一見、

かなり余裕があるようにも思

われますが、これが東京 23 区

の最後の最終処分場であるこ

とを考えれば、私たちの世代

でこの処分場を使い切るわけ

にはいきません。ごみ排出ゼ

ロの完全循環型社会が実現す

るまでには、都民の意識・行動のうえでも、技術的な面でもまだまだ長

い時間がかかりますので、処分容量の多くを次世代のために残しておか

なければなりません。 
私たちの世代で使う処分場容量をできるだけ少なくし、次世代へのリ

ザーブとして確保するため、一層のごみ減量に取り組むことが求められ

ます。 
 また、『資源』という観点か

らみても、石油や鉱物資源

などを、現在の世代で使い

切ってしまうことは、未来

の世代に対する重大な権利

侵害です。未来の世代のた

めの資源のリザーブの確保

は、私たちの世代の義務の

ひとつといえます。 
 
 
 

【1)溶融炉】 ごみやその焼却灰等を高温

（1,300～1,500℃またはそれ以上）

で溶融し、固化して容積を減らす方式の

ごみ焼却炉のことです。 

現在の練馬清掃工場、光が丘清掃工

場の焼却炉は、数百度の温度でごみを

焼却するストーカ炉と呼ばれるもので

す。 

【2】東京の処分場】 東京 23 区のごみ（不

燃ごみやごみの焼却灰など）は、最終的に

は、東京湾に埋め立てられています（50

ページ「区民が排出するごみ・資源の流れ」

参照）。今使われているのは「中央防波堤

外側埋立処分場」と「新海面埋立処分場」

ですが、これらは東京湾内の最後の埋立処

分場です。その後の処分場は確保されてい

ません。 
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(2) ごみ処理・リサイクルへの膨大な税金の投入 
   ごみの収集・運搬から中間処理(焼却)、最終処分まで、ごみの処理に

は多額の税金が投入されています。23 区の場合、この費用は約６万円／

トンと積算され、年間約 17 万 1 千トン(2002(平成 14)年度)のごみを排

出する練馬区に換算すると、約 100 億円になります。67 万練馬区民一人

あたりでは年間 1 万 5 千円になります。この中には、古紙の回収も含ま

れており、リサイクルにも膨大な費用がかかっていることになります。 
   もちろんごみの適正な処理システムは、都市生活に欠かせないもので

すが、私たちの貴重な税金を有効に使っていくためには、これをできる

だけ低減する必要があります。収集・運搬、焼却、埋立などの行政によ

る清掃事業をより効率的なものに改善していく、たゆまぬ努力が必要で

あるとともに、コストの少ない、区民主体のリサイクルへの転換など、

区民・事業者が取り組むべき課題も少なくありません。 
 
(3) ごみ減量のカギは生ごみと廃プラスチック 
   排出されるごみの多くの部分を占め、減量しにくいものとして、生ご

みと廃プラスチックが挙げられます。 
   ごみ資源分科会委員が、自宅でのごみ排出量を調査した結果からも、

 

東京 23 区の埋立処分場 

 

「事業者のみなさんへ ごみを減らし「循環型社会」をつくるために」（練馬区）  
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この点が明らかになっています(57 ページ、参考「ごみ・資源の排出状

況」のグラフ参照)。 
また、練馬区の燃えるご

みの 50%を生ごみが占め

ていますし、家庭ごみの有

料化を含む徹底したごみ減

量作戦を展開しごみ排出量

の半減に成功した日野市に

おいても、生ごみはあまり

減っていません。また廃プ

ラスチックは、家庭や事業

所から廃棄後原則そのまま

埋立されており最終処分場

への大きな負担となってい

ます。 
プラスチックはその利便性から早々ゼロになることは今のところ期待

できないため、その品目に応じて適切な方法でのリサイクルの徹底が必

要です。しかし、自治体への負担の大きい現行の容器包装リサイクル法

3)の下では、そのリサイクルには膨大な手間と費用を要します。 
生ごみと廃プラスチックについては、今、

様々な発生抑制策やリサイクル手法が提案さ

れており、これらの手法を実現に移し、減量

に成功すれば、ごみ全体の排出量を大きく削

減できる効果が期待できるものでもあります。 
ごみに対する事業者や消費者の意識を変え

ること、および生ごみと廃プラスチックの発

生量を減らし、実現可能なリサイクルシステ

ムを構築していくことが、ごみ減量の大きな

カギとなります。 
 
 
 
 
 
 

【3】容器包装リサイクル法】（容器包装に係

る分別収集及び再商品化の促進等に関す

る法律＝1997(平成 9)年本格施行） 家庭

から出される容器包装廃棄物のリサイク

ルを進めるため、対象となる容器・包装に

ついて「消費者が分別排出」し、「区市町

村が分別収集」し、「事業者が再商品化」

するという役割を規定する法律です。しか

し、生産者の負う義務が軽いため容器包装

の減量化につながらない、区市町村の負担

が大きいなどの課題が指摘されています。

 

「生ごみリサイクルのすす

め 家庭でできる減量法」 

 
  Ｎ Ｐ Ｏ 有 機 農 産 物 普

及・堆肥化推進協会  

 

識別マーク 
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(4) 再使用・再生利用可能な品目の拡大と多様なシステムの開発

によるリサイクルの推進 
       私たちの家庭や事業活動は、

いわば“使い捨て文明”とでも

いうべき病におかされています。

家庭や事業活動でのごみの発生

抑制を進めていっても、特に、

人口の集中する大都市部では消

費される資源と廃棄されるごみ

の量は膨大なものとなります。

ひと時代前には、修理を施しな

がら、一家の宝として長い間使

われ続けた電化製品・家具など

の耐久消費財までもが使い捨て

にされています。 
   したがって、資源の節約・ごみ減量とともに、リターナブル製品の普

及も含め、家庭や事業所で使われる物品の再使用や再生利用を進めるこ

とも大切です。 
今、家電リサイクル法 4)の施行により、テレビ、エアコン、洗濯機、

冷蔵庫のリサイクルが義務付けられています。また、家庭用のパソコン

も最近リサイクル対象となりました。近い将来、自動車などもリサイク

ルされることになります。一方、区では、リサイクルセンターにおいて

家具などのリサイクル事業を

行っています。 
また、紙類、古布、空き瓶、

空き缶など多数の品目で、集

団回収 5)、街区路線回収 6)、

拠点回収 7)、販売店での回収

8)等のリサイクルの仕組みが

できており、区民、事業者、

区による回収が進められてい

ます。 
しかしながら、このリサイ

クル (再使用・再利用 )には、

まだ様々な課題があります。 

【 4)家電リサイクル法】（特定家庭用機

器再商品化法） エアコン、テレビ、

冷蔵庫、洗濯機をリサイクルし、廃棄

物の減量を進めるための仕組みを規

定する法律。これらの廃家電について

「消費者が収集や再商品化の費用を

負担して適正に排出」し、「小売業者

が引取・運搬」し、「事業者がその部

品等を再商品化」します。これらの廃

家電は、粗大ごみとして出すことはで

きません。 

【５ )集団回収事業】 町会、自治会、子ど

も会等の区民の自主的な団体が、区に登

録し、資源回収業者と協力して、古紙・

紙パック・古布・アルミ缶などの資源の

リサイクルに取り組むものです。登録団

体が区に資源回収実績報告を提出すれ

ば、回収量１㎏当たり６円の報奨金が支

払われます。集荷場所案内板・雨よけシ

ート等の支給や、電動空き缶プレス機や

回収容器の貸出も受けることができま

す。資源回収業者の紹介制度もありま

す。 
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ひとつは、リサイクル率の

低さです。2002 年度で見ると、

集団回収が約 7,300 トン、街

区路線回収が約 5,200 トン、

拠点回収が約 1,100 トン、区

の清掃事務所による回収約

21,900 トンとなっています。

これに新聞紙の販売店回収や

「商店街オフィス・リサイク

ル・ねりま」によるダンボー

ル等の回収などを加えても、

区による一般廃棄物回収量約

171,000 トンに比べ、リサイ

クルされている資源物の量は

極めて少ないのが現状です。

ごみとして捨てられているも

のの中にも、多くの資源化可

能なものが含まれています。

(50 ページ図参照) 
また、さらに、次々に開発

されているリサイクル技術に、回収等のシステムが追いついていないこ

とも問題です。このため、リサイクルされている品目もあまり増えてい

ないのが実態です。ごみの中で大きな割合を占めている生ごみと廃プラ

スチックの有効なリサイクルシステムが無いことは、前述のとおりです

が、そのほかにも、紙類の中のその他の紙類(雑紙＝ざつがみ)のように、

回収のシステムがあっても区民によく知られていなかったり、陶磁器の

ように、再利用の技術が確立されているにもかかわらず、回収のシステ

ムがまだないものが多くあります。 
費用対効果の検討はもちろん必要ですが、可能なところから、区民主

体で、あるいは区民と区が協力して、現在のリサイクルシステムの強化・

拡充、リサイクル品目の拡大、多様なリサイクルシステムの確立などに

より、リサイクルの推進を目指すことが必要とされます。 
 

(5) 進まない区民主体のリサイクル＝集団回収事業＝ 
   23 区では、古くから、区民主体で取り組むリサイクルである「集団回

【６)街区路線回収】 地域住民が、ガラス

びんと飲料用缶を、決められた日の朝、

指定場所に区が置いたケースに入れる

方式のリサイクルシステム。区が回収を

行っています。概ね 30 世帯に１か所の

割合で回収場所が設置されています。

【７】拠点回収】 区立施設や販売店に設置

された回収ボックスを使い、区が資源を

回収するリサイクルシステム。使用済み

乾電池は区立施設の一部と回収協力販

売店で、古布(集団回収に参加できない

区民向け)は区立施設の一部で回収され

ています。 

【８】販売店での回収】 新聞販売店が行う

古新聞紙の回収、食料品店等が行う紙パ

ック、トレイ、ペットボトル、電池の回

収など、販売店が自己の責任において、

または区の依頼によって、資源回収する

システム。 
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収事業」が行われています。この事業

は、区民の自主的な団体が資源回収事

業者と契約し、古紙等の資源物を回収

していくシステムで、現在練馬区では、

１kg あたり 6 円の報奨金が区から団

体に支払われています。 
ところで、この集団回収の実績には

区によって大きなばらつきがあります。

練馬区では年間約 7,300 トンの古紙、

紙パック、古布、アルミ缶などが集団回収事業により回収されています

が、となりの板橋区は、練馬区より人口規模が小さいにもかかわらず、

年間約 15,000 トンと、練馬区の 2 倍以上の実績を挙げています。これ

には、町会等の住民組織の活動状況、古紙回収事業者の力量などの違い

がありますので、一概に比較することは困難ですが、練馬区の集団回収

事業の実績は、板橋区等よりかなり低い実績にとどまっていることは確

かです。 
また、ここ数年の練馬区の集団回収実績を見てみると、2000 年度約

7,800 トン、2001 年度約 8,000 トン、2002 年度約 7,300 トンと伸びて

いません。ここには、頻繁な住民移動によって地域の住民間の繋がりが

希薄になってきたことや集団回収を担ってきた町会役員等の高齢化など

により、担い手の負担が重くなり集団回収の活性化を阻害しているとい

う要因があります。 
清掃事業によるごみ処理費用 60 円／kg に比べ、費用 6 円／kg(報奨金)

という効率的な、区民主体の集団回収事業は、今後ぜひとも拡大を図る

必要があります。 
 
(6) 堆肥使用先の開発が必要な生ごみリサイクル  
   ごみ減量の大きなカギとなるのは生ご

みの減量です。生ごみ減量のひとつの対

策として、生ごみの堆肥化に取り組んで

いる区民もいます。しかしながら、せっ

かくつくった良質の堆肥も、自宅の花壇

用の肥料などその用途が限られているの

が現状です。 
   ところが、練馬区の場合は、他の 22

 
「これでわかる生ごみ堆肥化 Q&A」 

 NPO 法人有機農産物普及・堆肥化

推進協会編（合同出版）  

 
「練馬区のごみ・資源の分け方・  

出し方（平成 15 年 4 月版）」  
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区にはない、堆肥の大きな需要先があります。それは、23 区で最大の約

313 ヘクタールの農地であり（2002(平成 14)年現在）、そこで営まれて

いる都市農業です。この農業と農地は、産業のうえでも、環境のうえで

も、練馬区の大きな特徴となっています。 
生ごみのリサイクルでつくられた肥料・堆肥を地域の農業用に活用す

ることができれば、堆肥の需要先が見つかるだけでなく、地域の取り組

みとして大きな意味があります。区内の家庭や学校などから出る生ごみ

が、地域の農業用の肥料・堆肥として使われ、そこで生産された野菜な

どが直売所や地域の小売店などで売

られ、また学校給食用に使われるこ

とで、小さいながらも“地産地消” 9)

が成り立つからです。 
しかしながら、生ごみのリサイク

ルによる堆肥を農家が安心して使え

るようにするためには、まだ課題が

あります。農業関係者の声を聞くと、

多くの農家が求める堆肥とは、生ご

みからつくられた肥料に、落ち葉や、さらには家畜の糞などを混合して

発酵させたものであるということです。事実、区立小中学校の給食残渣

等からつくられた肥料『練馬の大地』なども、農家の敷地内で、落ち葉

などと混合してねかせてから、堆肥として畑にまくという使い方をする

農家が少なくありません。 
現在は、生ごみの堆肥化、落ち葉の堆肥化は、それぞれの取り組みが

別々に行われていますが、多くの農家で求める堆肥は、少なくともこれ

らの両者を適切に混合・発酵させたものです。したがって、各地域で、

生ごみ堆肥化に取り組む区民、落ち葉の堆肥化に取り組む区民、農家の

三者が協力して堆肥づくりを行えば、農家の求める堆肥をつくることが

でき、上述のようなリサイクル堆肥の需要先が確保され、さらに“地産

地消”の輪がつくられる可能性があります。三者が協力できる仕組みを

つくることが課題となります。 
    
(7) ごみの分別や出し方の不徹底と粗大ごみ等の不法投棄 

ごみの発生量を減らし、さらにリサイクルを進めていっても、家庭や

事業所から最終的に排出されるごみの量は膨大なものとなっています。

練馬区内の清掃事務所が収集した一般廃棄物量は 1997(平成 11)年度の約

【９ )地産地消】 地域で生産された

農産物や魚介類を、その地域で消

費すること。安価な農産物の輸入

が増加する中で、安心・安全な食

品への要望、地域の活性化やふれ

あいへの期待、環境教育などの観

点から注目されています。 
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ごみの組成を調べてみると・・・（平成１５年度練馬区調査）

ペットボトル 3.7%

ガラスびん 9.4%

電池 0.7%

可燃物 8.6%

処理困難物 1.8%

可燃系資源化
可能物 7.8%

資源化可能物
28.2%

その他のプラスチッ
ク容器包装 32.5%

その他不燃物
29.0%

飲食用缶 5.1%

白色トレイ 1.5%

不燃ごみの内訳

新聞・チラシ 4.5%

ダンボール 2.3%

厨芥 44.6%

草木 4.5%

その他可燃物
16.7%

不燃物 9.2%

処理困難物 1.0%

資源化可能物
23.8%

雑誌・書籍・
包装紙等 8.2%

不燃系資源化
可能物 1.0%

古布 6.7%

紙パック 1.1%

可燃ごみの内訳

21 万 4 千トンから、2002(平成 14)年度の約 17 万 1 千トンへと減少して

いますが、まだまだたいへんな量です。 
これらのごみの大部分は、区内、

約 2 万１千か所のごみ集積所(2003
年度)から、区や雇上業者 10)・委託業

者の収集車で収集されています。こ

のうち燃えるごみ (可燃ごみ )は清掃

工場で焼却による中間処理が施され、

焼却灰とされたあと、最終処分場に

運ばれ埋め立てられます。一方、燃

えないごみ(不燃ごみ)は、中継所経由で、あるいは直接に、最終処分場に

運ばれ、埋め立てられます。粗大ごみは申込制で収集され、破砕ののち、

資源物を除いて、やはり埋め立てられます。 
こうした処理のルートが円滑、適切に運営され、また処理による環境

負荷をできるだけ少なくするために、区民や事業者が最低限守らなけれ

ばならないのが、ごみの分別や出し方のルールです。 
ごみ集積所に出されるごみの分別や出し方が悪いと、ごみの散乱、悪臭、

カラスの被害などで、ごみ集積所周辺の区民に大きな迷惑がかかります。

実際、一部のごみ集積所には、収集日の異なる種類のごみが出されたり、

夜間にごみが出され

ていたり、不燃ごみ

に可燃ごみが、可燃

ごみに不燃ごみが混

じって出されている

ことがあります。ま

た、空き地や道路・

公園などに、不法投

棄される粗大ごみな

どもあとをたたない

状態です。おそらく、

ごく一部の人がルー

ルを守らない出し方

をしているのでしょ

うが、この行為が、

街全体、地域住民全

【10)雇上（ようじょう）】 区が民

間の収集車両と運転手を雇い上

げ、これを使用して区の職員が

ごみを回収する方式。これに対

し、委託は、車両・運転・収集

作業全体を民間の事業者に委託

することです。 
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体に迷惑を与えています。区は不法投棄防止パトロールを実施していま

すが、これに頼るだけでなく、地域住民自身で、地域の実情に即した方

法で、ごみの出し方が守られるよう工夫していく必要があります。 
なお、区の 2003(平成 15)年度調査によると、可燃ごみとして出された

ごみに、不燃ごみと処理困難物、資源化可能物が 34.0%混入しており、

不燃ごみとして出されたごみに、可燃ごみと処理困難物、資源化可能物

が 38.6%混入していました。 
 
 

鉄分の回収

不燃物

粗大ごみ 粗大ごみ中継所 粗大ごみ破砕施設

(積み替え） （破砕・選別） 清掃工場 焼却灰

熱の有効利用 可燃物 （焼却）

　　練馬清掃工場

可燃ごみ 光が丘清掃工場など 焼却灰

（焼却）

不燃ごみ処理

不燃ごみ 陸上中継所 センター 鉄分の

（積み替え） （破砕・選別） 清掃工場 　回収
（焼却）

古　　紙 　　鉄・アルミの回収

古　　布

ガラスびん
飲食用缶

ペットボトル
発泡ｽﾁﾛｰﾙﾄﾚｲ

紙パック

電　　池

埋
　
　
立
　
　
処
　
　
分

　

ご
み
集
積
所

　ごみ集積所
　　集団回収

　　拠点回収
　　集団回収

街区路線回収
　　集団回収

販売店回収

　販売店回収
　　集団回収

拠点回収

再
　
生
　
資
　
源
　
業
　
者

ﾘ
ｻ
ｲ
ｸ
ﾙ

 
 
(8) まだまだ不十分、区民へのごみ・リサイクル情報提供 
   ごみの減量や資源節約、再使用や再利用の推進、ごみの出し方のルー

ルの徹底などに区民・事業者が取り組んでいくためには、どうしても、

必要な情報が的確に区民・事業者に伝わらなければなりません。また、

その情報は、区民・事業者にとって分かりやすく、使いやすい形で提供

される必要があります。特に実際の体験を通した情報の伝達が有効です。 
既に、ごみ問題や資源問題については、区からだけではなく、区民・

事業者からも様々な形で情報が提供され、環境学習が進められており、

区民が排出するごみ・資源の流れ 

「ねりまのかんきょう―平成

14 年度報告―（練馬区）」 
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多くの成果を上げています。しかしながら、ごみや資源の問題は全区民、

全事業者に係わる問題ですので、特に、ごみ問題や資源問題にあまり関

心を持たない区民、事業者の関心を高め、行動を促すものである必要が

あり、この点で、まだまだこれから進めるべきことがあります。 
たとえば、今まで提供されているごみの分別に関する情報を見てみま

すと、ほとんど例外なく、まずごみを可燃、不燃、粗大などに分け、そ

れぞれの区分に属する品目を例示する形が取られています。これだと、

ごみ問題にさほど関心のない区民には、いざ、ごみの分別の区分がわか

らなくなったときに使いやすいとは言えません｡ 
また環境・リサイクルフェアなどでは、イベントを通じて、分かりや

すく処理技術の進歩

や施設の整備も含め

たごみ資源問題に関

する情報が提供され

ていますが、このよ

うな機会はもっとも

っと増やしていく必要があります。 
区民・事業者が、日常の生活や事業活動に根ざした発想で、分かりや

すく、取り組みやすい情報提供の方法を工夫して、区にも協力を呼びか

けながら進めていく必要があります。 
 

３ 取り組み方針 

 
 
 
 
   ２に掲げた課題を踏まえ、区が行政計画として策定し、推進しているリ

サイクル推進計画や一般廃棄物処理基本計画を、区民・事業者が連携して、

着実に実行していくとともに、区民・事業者の立場で、区民・事業者が主

体となって、あるいは区と

連携して、次のような考え

方に基づいて、取り組みを

進めていく必要があります。 
 

 
外出は、いつもマイバッグ持参で！  

わが家でできるちょっとした気遣い①

 
長い間使える製品を選びましょう！  

わが家でできるちょっとした気遣い②
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(1) ごみの発生抑制＝ごみを出さない、減らすための取り組み 
① 無駄の多い暮らしを見直し、ものの“いのち”を大切にする暮らし

を推進するため、区民・事業者の立場から、区とともに、区民や事業

者への情報提供に努め、あらゆる機会を通じ環境学習を推進します。 
② 「家庭や事業者で自分が出すごみのことを知る」・・・ごみの量は減

っているか、分別はどうか、リサイクルに回せるものが混じっていな

いか、清掃工場や最終処分にどんな負荷をかけているかなどをひとり

ひとりが意識するようになるための取り組みを進めます。 
③ 大型耐久消費財などをできるだけ長く使うようにするための運動を

展開します。 
 
 
 
 
 
 
 

(2) ごみの分別・回収 
① ごみの分別や出し方について、多くの区民にとって、容易に触れら

れ、分かりやすくなるよう工夫して普及を進めます。 
② 粗大ごみの不法投棄を防止する取り組みを進めます。 

 
 
 
 
 
 
 

(3) 資源化・リサイクル 
① 既存の区民主体のリサイクル事業の活性化を図るとともに、新たな

区民主体のリサイクルシステムの構築を進めます。 
② 家庭から出る生ごみのリサイクルに取り組みます。特に、集合住宅

居住者も参加できるような堆肥化の取り組みや農家等への堆肥供給の

取り組みを進めます。 
 

 
できるだけトレイや包装の無い商

品を選びましょう！  

わが家でできるちょっとした気遣い③

 
ごみはきちんと分別して、決められ

た日・時間・場所に出しましょう！  

わが家でできるちょっとした気遣い④
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(4) 活用の仕組み 
① 農家と区民のコミュニケーションを拡大して、農家（堆肥使用者）

と区民（生ごみ・落ち葉リサイクル実施者）が協働する資源循環システ

ムを構築し、生ごみや落ち葉から製造する堆肥の品質と信頼性を向上さ

せていきます。 
② 古紙や廃油などからできるリサイクル品を、古紙や廃油の提供者に

還元する新たなリサイクルの仕組みを検討します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) 取り組みやすい仕組み 
① 学校と協力して、子どものときからの環境教育を進めます。また、

環境意識の向上や環境行動の拡大の子どもからおとなへと展開させる

ことを目指し、学校を中心とした新たなリサイクルコミュニティ（地域

リサイクル社会）の形成を進めていきます。 
② ごみ資源問題に関する講演会や勉強会を計画的に、そして継続でき

る仕組みをつくっていきます。 
③ ごみ資源のみならず、環境全般についての情報・学習を発信する環

境拠点づくりを区といっしょに進めます。 
 
 
 
 
 
 

 
食材は、工夫して使い切りに！  

わが家でできるちょっとした気遣い⑤

 
詰め替え型の商品は、お得でしかも

ごみを減らせます！  

わが家でできるちょっとした気遣い⑥

 
再生品を選んで、環境保全に貢献！  
・ 再生紙トイレットペーパーなど  

わが家でできるちょっとした気遣い⑦ 
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(6) 情報の発信 
① 既存のイベントを活用して、ごみ資源や環境に関する情報発信・普

及啓発を行います。またこうした情報発信や普及啓発を担う体制づくり

を進めます。 
② 練馬区、東京都、国などの関係組織を横断的に活用し、区民・事業

者が必要とする環境情報が総合的につながって提供されるようにして

いきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 実現に向けて検討すべきプロジェクト案 

 
   基本方針の方向に沿った、表に掲げる、区民・事業者主体の具体的取り

組み（プロジェクト）を検討し、実行可能性が明らかとなったものを、取

り組みの実行しやすさを考慮して実施に移していきます。 
 

○取り組み方針と具体的な取り組み(プロジェクト)の対応⇒58～60 ページ表 

 

 ○プロジェクト案のモデルイメージ⇒55～56 ページ ５ 
 

 
ごみはできるだけ容積、重量を少な

く！（生ごみはしっかり水切り、プ

ラスチック包装は潰して・・・）  

わが家でできるちょっとした気遣い⑧

 
捨てる前にチェック！ これはリ

サイクルできるかな？（古布・ペッ

トボトル・牛乳パック・トレイ・・・） 

わが家でできるちょっとした気遣い⑨ 
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５ プロジェクト案のモデルイメージ 
(1) 発生抑制 

○ノーレジ袋ポイントカードの区内共通化 
レジ袋が不要の人には区内全店

共通のポイントカードの発行を検

討します。 
ポイントは磁気やＩＣチップ等

で全店共通の１枚のカードに貯え

られ、次回以降の買物に使え、購

入価格からポイント分を引いても

らうことができるものです。 
 
 

○トレイ等プラスチック包装材の減量・廃止化協議会の設立 
    消費者が「不要な包装材は家へ持ち帰らない」という視点に立って、

小売業者（スーパーマーケット等）と消費者（区民）が相互に折合える

接点を見つける場としての協議会の設立を検討します。両者間のなかだ

ちとして行政（区）が入り、トレイなど包装用プラスチックの減少・廃

止に向けた前向きな協議をします。 
 

(2) ごみの分別・回収 
○逆引きごみ資源分別表（家庭ごみ資源分別辞典）の作成 

    区配布の「ごみ・資源の分け方と出し方」とは逆に、出そうとする 
廃棄物から分別の区分が判るリスト（逆引き辞典）の作成を検討します。 

    この辞典は、分別・出し方の理由やリサ 
イクルの流れも分かり、適正処理困難物の 
出し方等の情報提供もします。 

    例えば、古紙については、古新聞、段ボ 
ール以外のその他の紙（雑紙・ざつがみ）に 
ついても、その出し方の説明とその理由の 
情報を流します。またこれらはインターネ 
ットのホームページやその他の媒体で提供 
し定期的に更新します。 

 

 

 CD-ROM 

 
 
IC カード 
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(3) 資源化・リサイクル 
○農家・ＪＡ(農協)と区民が協力した地域堆肥リサイクルシステムづくり 

    堆肥には生ごみ以外に落ち葉なども必要ですし、堆肥づくりの場所も 
必要です。 

    また堆肥をつくる場合、生ごみの排出者である私たちはこの堆肥の品 
質の保証もしなければなりません。そこで、農家・ＪＡと区民が協力し 
て生ごみや落ち葉などが区内で有効にリサイクルされるための堆肥づく 
り協議会の設立を検討します。 
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可燃ごみ内訳

ごみ
39,028g
(30.6%)

生ごみ
(45.1%)

資源化
88,540g
(69.4%) その他可燃

（54.6％）
古紙（その

他）
（0.3％）

 

生ごみ処理内訳

コンポスト化
19,970g
(53.2%)

ごみとして
排出

17,588g
(46.8%)

 
不燃ごみ内訳

ごみ
13,688g
(41.9%)

資源化
19,008g
(58.1%)

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器
(47.4%)

その他ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
(51.5%)

ﾌﾟﾗﾄﾚ-(0.8%)

空き缶(0.2%)

 

プラスチック製容器処理内訳

資源化（回
収）400g
(5.8%)

ごみとして
排出6,490g

(94.2%)

 

その他プラスチック処理内訳

ごみとして
排出7,050g

(98.5%)

資源化（回
収）108ｇ
（1.5%）

 

【参考】ごみ・資源の排出状況 
 

ごみ資源分科会委員の家庭のごみ排出量調査より（2003 年 6 月） 



表　取り組み方針とプロジェクト（案）

（１）発生抑制
取　　り　　組　　み　　方　　針 取　り　組　み　方　針　に　沿　っ　た　プ　ロ　ジ　ェ　ク　ト　案

○無駄の多い暮らしを見直し、もの
の“いのち”を大切にする暮らしを
推進するため、区民・事業者の立
場から、区とともに、区民や事業者
への情報提供に努め、あらゆる機
会を通じ環境学習を推進します。

○「家庭や事業者で自分が出すご
みのことを知る」・・・ごみの量は減っ
ているか、分別はどうか、リサイクル
に回せるものが混じっていないか、
清掃工場や最終処分にどんな負荷
をかけているかなどをひとりひとりが
意識するようになるための取り組み
を進めます。

○消費行動において、包装、ト
レーなど、ごみになってしまうも
のを極力減らすよう、取り組みを
進めます。

(1)⑤ノーレジ袋ポイントカードの区内共通化
　ノーレジ袋ポイントカードの区内全店共通化を目指し、区内各店舗
に共通カードの作成を働きかけます。

(1)⑥トレー等プラスティック包装材の減量・廃止化協議会の設立
　小売業者（スーパーマーケット等）・消費者（区民）・行政（区）による
協議検討を通して、トレーなど包装用プラスティックの減少・廃止に
取り組みます。

○大型耐久消費財などをできる
だけ長く使うようにするための運
動を展開します。

(1)⑦家具・家電簡易修理講習会の開催
　粗大ごみの発生を抑制するため、家具、家電製品などの簡易修理
講習会を行うボランティアを組織化します。

(1)①ごみの発生抑制・分別・リサイクルに関するイベントの地区祭等への
出展＝(2)①再掲
　地区祭やさまざまなフェスティバルにおいて、ごみの発生抑制と分別、リ
サイクルなどに関するPR活動を行います。まず、環境・リサイクルフェアに
出展したイベントを地区祭等にも出展するよう、出展団体に要請します。

(1)②ごみの発生抑制・ごみの出し方・分け方アイデアコンテストの実施と
アイデア集の作成＝(2)②再掲
　ごみ発生抑制、ごみの出し方や分別についてのアイデアを区民から募集
してコンテストを行い、これを基にアイデア集を作成します。

(1)③環境センターの整備＝(5)②、(6)②再掲
　学校の空教室の活用も含め、ごみ資源や環境に係わる活動拠点としての
「リサイクルセンター。環境学習室」の増設を提案します。また、新行政改革
プラン（案）に基づいて区の施設の再編計画づくりが行われるに際しては、
ごみ資源、環境などの総合センターとなる「環境センター」の整備を提案し
ます。

(1)④遊々スクールの強化や講習会・勉強会の拡大に対応できる組織づく
りとプログラム作成＝(5)①再掲
　環境学習室や将来整備される「環境センター」とともに、人材の発掘・育
成や情報の収集・整理などを進め、これらをもとに、遊々スクールの強化に
対応できる組織づくりとプログラム作成を進めていきます。また、各種講習
会、勉強会、イベント等を継続的に企画・運営できるボランティア組織づくり
を進めていきます。



（２）ゴミの分別・回収
○ごみの分別や出し方について、
多くの区民にとって、容易に触れら
れ、分かりやすくなるよう工夫して普
及を進めます。

(2)①ごみの発生抑制・分別・リサイクルに関するイベントの地区祭等への
出展＝(1)①の再掲
　地区祭やさまざまなフェスティバルにおいて、ごみの発生抑制と分別、リ
サイクルなどに関するPR活動を行います。まず、環境・リサイクルフェアに
出展したイベントを地区祭等にも出展するよう、出展団体に要請します。ま
た、こうしたイベントを担うボランティア組織の整備を進めます。

(2)②ごみの発生抑制・ごみの出し方・分け方アイデアコンテストの実施と
アイデア集の作成＝(1)②の再掲
　ごみ発生抑制、ごみの出し方や分別についてのアイデアを区民から募集
してコンテストを行い、これを基にアイデア集を作成します。

(2)③地域リサイクルマップの作成・貼り出し
　地域の集団回収・リサイクル協力店などを掲載した地域リサイクルマップ
を作成し、集積所に貼りだす取り組みを行います。（貼り出し可能な集積所
の検討・協議が必要）

(2)④逆引きごみ資源分別表（家庭ごみ資源分別辞典）の作成
　品目からそのリサイクルの仕方やごみの分別区分を知ることができるリスト
を区民と区が協力して作成し、インターネットHPやCD-ROMで提供します。
この中で、適正処理困難物の出し方やその他の紙類（雑紙）のリサイクルに
ついても情報提供します。

○粗大ごみの不法投棄を防止する
取り組みを進めます。

(2)⑤民間活用による家具等の受付窓口の設置と持ち込み回収システム
の構築
　家具等の粗大ごみ（家電リサイクル法の対象品目を除く）を、発生者の逆
有償持ち込みによって回収するシステムを検討します。

(3)資源化・リサイクル
○既存の区民主体のリサイクル事
業の活性化を図るとともに、新たな
区民主体のリサイクルシステムの構
築を進めます。

(3)①学校区単位の集団回収参加の促進
　　小学校区の単位で、PTAや卒業生の父母などからなる集団回収参加を
提案します。

(3)②古紙や廃油の地域リサイクルシステムの構築＝(4)②再掲
　地域単位で、地域住民・事業所と回収・再生品製造事業者が連携して、
古紙や廃油などを回収・再生し、リサイクル品を地域住民等に還元する、新
たなリサイクルシステムについて検討します。

(3)③陶磁器のリサイクルの試行
　リサイクル技術が開発された陶磁器を収集し再生するためのイベント等を
行います。

○家庭から出る生ごみのリサイクル
に取り組みます。特に、集合住宅居
住者も参加できるような堆肥化の取
り組みや農家等への堆肥供給の取
り組みを進めます。

(3)④農家・JAと区民が協力した地域堆肥リサイクルシステムづくり＝(4)①
再掲
　地域単位で、農家・JAと、生ごみリサイクルに取り組む区民・落ち葉のリサ
イクルに取り組む区民とが堆肥づくり協議会をつくって、農家が使い易い堆
肥づくりに取り組み、できあがった堆肥を参加農家に供給するシステムを検
討します。この堆肥を使って生産した野菜等を生ごみ・落ち葉リサイクルに
取り組む区民が買い取り、地産地消の拡大への展開も検討します。

(3)⑤生ごみバイオマスの研究
 練馬区での実現可能性を含め、生ごみのリサイクルとしてバイオマス（バイ
オガス化）の取り組みについても研究していきます。



（４）活用の仕組み
○農家と区民のコミュニケーション
を拡大して、農家（堆肥使用者）と
区民（生ごみ・落ち葉リサイクル実
施者）が協働する資源循環システム
を構築し、生ごみや落ち葉から製
造する堆肥の品質と信頼性を向上
させていきます。

(4)①農家・JAと区民が協力した地域堆肥リサイクルシステムづくり＝(3)④
再掲
　地域単位で、農家・JAと、生ごみリサイクルに取り組む区民・落ち葉のリサ
イクルに取り組む区民とが堆肥づくり協議会をつくって、農家が使い易い堆
肥づくりに取り組み、できあがった堆肥を参加農家に供給するシステムを検
討します。この堆肥を使って生産した野菜等を生ごみ・落ち葉リサイクルに
取り組む区民が買い取り、地産地消の拡大への展開も検討します。

○古紙や廃油などからできるリサイ
クル品を、古紙や廃油の提供者に
還元する新たなリサイクルの仕組み
を検討します。

(4)②古紙や廃油の地域リサイクルシステムの構築＝(3)②再掲
　地域単位で、地域住民・事業所と回収・再生品製造事業者が連携して、
古紙や廃油などを回収・再生し、リサイクル品を地域住民等に還元する、新
たなリサイクルシステムについて検討します。

（５）取り組みやすい仕組み
○学校と協力して、子どものときか
らの環境教育を進めます。また、環
境意識の向上や環境行動の拡大
の子どもからおとなへと展開させる
ことを目指し、学校を中心とした新
たなリサイクルコミュニティの形成を
進めていきます。

○ごみ資源問題に関する講演会や
勉強会を継続的、戦略的に推進で
きる体制づくりを進めます。

○ごみ資源のみならず、環境全般
についての情報・学習を発信する
環境拠点づくりを区といっしょに進
めます。

(5)②環境センターの整備＝(1)③、(6)②再掲
　学校の空教室の活用も含め、ごみ資源や環境に係わる活動拠点としての
「リサイクルセンター。環境学習室」の増設を提案します。また、新行政改革
プラン（案）に基づいて区の施設の再編計画づくりが行われるに際しては、
ごみ資源、環境などの総合センターとなる「環境センター」の整備を提案し
ます。

（６）情報の発信
○既存のイベントを活用して、ごみ
資源や環境に関する情報発信・普
及啓発を行います。またこうした情
報発信や普及啓発を担う体制づく
りを進めます。

(6)①ごみの発生抑制・分別・リサイクルに関するイベントの地区祭等への
出展＝(1)①の再掲
　地区祭やさまざまなフェスティバルにおいて、ごみの発生抑制と分別、リ
サイクルなどに関するPR活動を行います。まず、環境・リサイクルフェアに
出展したイベントを地区祭等にも出展するよう、出展団体に要請します。ま
た、こうしたイベントを担うボランティア組織の整備を進めます。

○練馬区、東京都、国などの関係
組織を横断的に活用し、区民・事
業者が必要とする環境情報が総合
的につながって提供されるようにし
ていきます。

(6)②環境センターの整備＝(1)③、(5)②再掲
　学校の空教室の活用も含め、ごみ資源や環境に係わる活動拠点としての
「リサイクルセンター。環境学習室」の増設を提案します。また、新行政改革
プラン（案）に基づいて区の施設の再編計画づくりが行われるに際しては、
ごみ資源、環境などの総合センターとなる「環境センター」の整備を提案し
ます。

(5)①遊々スクールの強化や講習会・勉強会の拡大に対応できる組織づく
りとプログラム作成＝(1)④再掲
　環境学習室や将来整備される「環境センター」とともに、人材の発掘・育
成や情報の収集・整理などを進め、これらをもとに、遊々スクールの強化に
対応できる組織づくりとプログラム作成を進めていきます。また、各種講習
会、勉強会、イベント等を継続的に企画・運営できるボランティア組織づくり
を進めていきます。
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検討に使用した資料のリスト 

1 自治体情報 

題      名 副  題 発   行 日   付 その他 

23 区清掃とリサイクル 2003  東京二十三区清掃

協議会 

  

 

練馬区のゴミ・資源の分け方出し

方 

 練馬区清掃リサイ

クル課 

平成 15 年 4 月版  

まだまだ分別出来ます資源とご

み（練馬区報） 

ご み の 分 別 状

況を調査 

練馬区 平成 15 年 5 月 21

日号第２面 

 

ねりまのかんきょう 平成 14 年度報

告 

練馬区環境保全課 平成 15 年 10 月  

環境保全の概要 平成 13 年度報

告 

練馬区環境保全課 平成 14 年 10 月  

リサイクルの推進のための基本

的な事項等について(答申)  

－リサイクル推

進計画の改定に

向けて(案)－ 

練馬区循環型社会

推進会議 

平成 15 年 7 月 

 

 

練馬区ﾘｻｲｸﾙ推進計画平成 15 年

度～平成 19 年度 

 練馬区 平成 15 年 9 月  

東京都廃棄物審議会 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

部会-中間のまとめについて- 

 東京都 平成 15 年 12 月  

練馬区農業振興計画(平成 11～

20 年度)計画事業の進捗状況 

 練馬区経済課 平成 15 年 4 月 1

日 

 

清掃事業年報 平成 13 年度事

業実績 

東京二十三区清掃

協議会 

平成 14 年 10 月  

【事例】トレイの削減・ゴミの分

別 

 水俣市   

ゴミの分別  名古屋市   

ゴミの分別  藤沢市   

分別表  戸田市   

100 万人のごみ減量大作戦  仙台市   

ごみ分別逆引き辞典  高知市   

ごみの分別(食廃油)  中西町(滋賀県)   

ｴｺｾﾒﾝﾄ(ごみの資源化処理)  日高市   

ガラスのリサイクル  板橋区   

２ 書籍・雑誌・ビデオ・機関紙等 

題      名 副  題 発  行 日  付 その他 

【書籍】生ごみは宝だ  NPO 堆肥化協会   

都市近郊有機性資源循環利用推

進事業報告書  

 (財)日本土壌 

協会  

平成 13 年 3 月 

平成 14 年 3 月 

平成 12 年度版

平成 13 年度版

【雑誌】我家のごみリサイクル率

87％（婦人之友） 

 婦人之友社 1996 年 2 月号

47 ページ 

 

 

生ごみは堆肥として農家に活用

してもらう(栄養と料理) 

 女 子 栄 養 大 学

出版部 

1999 年 6 月号

136 ページ 

 

特集 容器ﾘｻｲｸﾙ法改正に向けて

（生活と自治） 

 生 活 ク ラ ブ 連

合会 

2003 年 12 月号  

【ﾋﾞﾃﾞｵ】回れ！古紙リサイクル 持 続 可 能 な 循

環システム 

古 紙 問 題 市 民

ネットワーク 

 製作：ビデオプ

レス 

【機関誌】ごんずい 相思社機関誌 水俣病ｾﾝﾀｰ  45 号・56 号 
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３ テレビ 

【NHK 総合】 番組名「難問解決！ご近所の底力」 

題        名 副       題 日   付 その他 

マナー違反のゴミ退治  2003. 6. 5  

許しません！分別しないゴミ  2003. 6.12  

ゴミを減らせ！お悩み解決スペシャル  2003. 8.21  

【ﾃﾚﾋﾞ朝日】 番組名「素敵な宇宙船地球号」 

題        名 副       題 日   付 その他 

未来はごみの中 ｸﾞﾝﾀｰ・ﾊﾟｳﾘの革命 2003.12.28  

宇宙に学ぶ食の安全 北海道・小さな町の挑戦 2004．1.11  

緑の街の誇りをかけて チリ･サンチャゴ 2004. 1.18  

蘇れ！緑の祖国 マリ砂漠に灯す命の光 2004. 1.25  

プラスチックの洪水 レジ袋はもういらない 2004. 2. 8  

４ 新聞 

題   名 副 題 発 行 日   付 その他 

環境と農村・都市の持続的発展 農村編 上 

農村編 中 

農村編 下 

朝日新聞 

 

2003.10.28 

2003.10.29 

2003.10.30 

 

陶磁器(砕いて焼き直し)ﾘｻｲｸﾙ  読売新聞 2002.10.18  

定着する有料レジ袋 生活ｽｺｰﾌﾟ･ﾜｲﾄﾞ版 読売新聞 2002．6.12  

環境問題できること考えよう 子供国連環境会議

国際会議 

読売新聞 

 

2002.10.15 

 

 

 

ぺットボトル再生の謎  朝日新聞 2004.1.24be 面  

環境リサイクル商品 石鹸など続々誕生 日刊工業新聞 2002.10. 4  

東京都廃プラの熱回収  日刊工業新聞 2004. 2. 3  

PET ﾎﾞﾄﾙ再生装置を拡販  日刊工業新聞 2003. 9.29  

生ゴミﾘｻｲｸﾙ産官民が大同団結  日刊工業新聞 2002. 6.11  

ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ異業種交換会・５３ 生ｺﾞﾐ再生資源化、

企業形態で対応 

日刊工業新聞 2002. 5.29  

５ インターネット 

題        名 副   題 発   行 その他 

NPO 法人畑の教室     

陶磁器のリサイクル EIC ﾈｯﾄ ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ ＥＩＣネット www.eic.or.jp 

ＰＥＴボトル(ＰＥＴ樹脂)のリサイクル  ㈱アイエス www.aies.co.jp 

アイエス法とは  ㈱ペットリバース www.kpr.jp 

布団から靴下を再生 

 

 グリーンコンシュ

ーマー東京ネット 

www5c.biglobe.ne

.jp 

食品安全とＨＡＣＣＰシステム   www.prf.gunma.jp
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６ 学習会・見学会・イベント等 

題         名 副 題 会  場 日 付 備   考 

学習会①回収資源のゆくえ-Ⅰ： 

㈱五十嵐商会(五十嵐氏・上田氏) 

生ごみの

ﾘｻｲｸﾙ 

春日町ﾘｻｲｸﾙｾﾝ

ﾀｰ 

2003. 6.15              

学習会②回収資源のゆくえ-Ⅱ：㈱パルコ

ム(山田氏) 

古紙のﾘｻ

ｲｸﾙ 

春日町ﾘｻｲｸﾙｾﾝ

ﾀｰ 

2003. 6.29  

学習会③第 11 回生ごみリサイクル交流会

２００３：実行委員会、NPO 堆肥化協会 

生ごみは

宝だ！ 

早 稲 田 大 学 国

際会議場 

2003. 8. 1 土井委員ﾚﾎﾟｰﾄ

学習会④春日町リサイクルセンター講座：

NPO 堆肥化協会 
 

生ごみは

宝だ！ 

春日町ﾘｻｲｸﾙｾﾝ

ﾀｰ 

2003. 8.30 緒 方 ･横 山 ･郷

野 ･中 島 ･土 井

委員ﾚﾎﾟｰﾄ 

意見交換会①JA 東京あおば渡邊指導課長  区役所本庁舎 2003.11. 4  

意見交換会②イガさんの畑 五十嵐園主  区役所本庁舎 2003.11.12  

意見交換会③清掃ﾘｻｲｸﾙ課八十島課長  区役所本庁舎 2003.11.21  

見学会①「練馬の大地」原料(給食残さリ

サイクル)工場見学 

 ㈱五十嵐商会

IGARASHI 資源ﾘ

ｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 

2003. 7.31 北区浮間 

見学会②中央防波堤内処分施設等  中 央 防 波 堤 最

終処分場 

2003.11.27  

レポート①ﾃﾞﾝﾏｰｸ･ﾄﾞｲﾂのｴﾈﾙｷﾞｰごみ事情   2003. 9 緒方委員ﾚﾎﾟｰﾄ

レポート②ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「練馬のみどりと市民

活動」 

 練馬区役所 2003. 9.20 本間委員ﾚﾎﾟｰﾄ

レポート③VISION TOKYO 2003  都庁 2003. 9.23 本間委員ﾚﾎﾟｰﾄ

レポート④小川町自然ｴﾈﾙｷﾞ学校ﾚﾎﾟｰﾄ 

 NPO ふどう(地域を生かす通貨の話) 

 小 川 町 ( 埼 玉

県) 

2003. 9.27 緒方･本間委員

ﾚﾎﾟｰﾄ 

レポート⑤小川町自然ｴﾈﾙｷﾞ学校ﾚﾎﾟｰﾄ 

 NPO ふどう(地場産ﾊﾞｲｵｶﾞｽﾌﾟﾗﾝﾄｰⅠ) 

 小 川 町 ( 埼 玉

県) 

2003.11.22 緒方・本間委員

ﾚﾎﾟｰﾄ 

レポート⑥小川町自然ｴﾈﾙｷﾞ学校ﾚﾎﾟｰﾄ 

 NPO ふどう(地場産ﾊﾞｲｵｶﾞｽﾌﾟﾗﾝﾄ-Ⅱ)  

 小 川 町 ( 埼 玉

県) 

2003.12.24

～25 

緒方・本間委員

ﾚﾎﾟｰﾄ 

レポート⑦ＴＡＭＡとことん討論会ﾚﾎﾟｰﾄ  立川市 2004. 2. 7 緒方委員ﾚﾎﾟｰﾄ

イベント①練馬区環境・ﾘｻｲｸﾙﾌｪｱ  南町小学校 2003.10.14  

７分科会配布資料 

資     料     名 作  成  者 作 成 日 その他 

配布資料① 市内一斉ｴｺﾗｲﾌ DAY/2002 報告書 川口市民環境会議 2002.10.16 （実施日）

配布資料② ｸﾞﾘｰﾝｺﾝｼｭｰﾏ東京 2003 東京都 2003.10.  

配布資料③ 平成 14 年度粗大ごみ品目別収集件

数 

清掃ﾘｻｲｸ ﾙ事業マス

ターデータ 

2003. 5. 1  

配布資料④ 食品ﾘｻｲｸﾙ堆肥についての品質基準 全国食品ﾘｻｲｸﾙ協会 2003. 5.21  

配布資料⑤ 業務用生ごみ処理機による一次処理

品の引取品質基準 

全国食品ﾘｻｲｸﾙ協会 2003. 5.21  

配布資料⑥ 捺染紙
ナツセンシ

とは (財)古紙再生促進セ

ンター 

  

配布資料⑦エコニコ新聞 for kids ㈱西友ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ｱﾌｪｱ

ｽﾞ社会環境グループ

2003. 9. 1 

(増刊号) 

 

配布資料⑧西友サステナビリチ・レポート 2003 ㈱西友ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ｱﾌｪｱ

ｽﾞ社会環境グループ

2003. 6.  

配布資料⑨やってみよう！エコライフ 台東区 2003.10.  

配布資料⑩環境保全に係わる民間活動助成事業一

覧 

㈱ダイナックス・練

馬区環境保全課 

2004.2.  

 


